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今回も行事でご利用者様と一緒に『豆まき』を行いました。
鬼の格好をした職員にご利用者様が豆に見立てた新聞紙を投げられていました。

「福は内～鬼は外～」
鬼にも個性があり可愛らしい鬼、頭がカラフルな鬼、本物のような鬼がおり、

その姿を見て会場内が笑顔でいっぱいになりました。
沢山の笑顔、活気が溢れる会となりました。

鬼と一緒に体操♪

これで鬼を倒すぞ～！

皆様に沢山の笑顔と幸せを

平成２７年３月２３日に開設以来、おかげをもちまして、三周年を迎えることとな
りました。これもひとえに、ご利用者・ご家族の皆様を始め、地域の皆様・関係機
関・各種団体の皆様のお力添えの賜物と深く感謝いたしております。
開設以来、「愛ある生活支援」を理念に、地域と共に歩む運営を目指しつつ、ご利

用者の皆様お一人おひとりにご信頼いただけますよう、誠意あるサービスの提供に努
めてまいりました。
これを機に、職員一同心を新たにして、皆様により一層ご満足いただけますよう、

真心をこめて努力していく所存でございます。
今後とも、倍旧のご支援・ご協力を賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

施設長 六浦俊樹

開 設 三 周 年 を 迎 え て

かわいらしい鬼も♪



2月6日 甑の里ではご利用者様のご家族をお招きし、ぼた餅作り
を行いました。当初、小豆の味付けや硬さに苦戦しましたが、ご利
用者様・ご家族の協力のもと、きな粉とあんこのおはぎができあが
りました。

このユニット行事では、皆さんが昔を懐かしみ、賑やかに作業が
でき、おいしく食べられる喜びも味わっていただけたと思います。

甑の里☆特製☆ぼた餅作り

お
餅
つ
き

１２月２０日、盲学校の皆様にもご参加頂き、恒例の
餅つき行事を行ないました。
ご利用者様にも、実際にお餅をついたりこねたりして

いただき、活気と笑顔のあふれる楽しいひと時となりま
した。

ご参加頂いた、盲学校の皆様、ボランティアに
お越し頂いた皆様、ありがとうございました。



クリスマスの思い出

昨年１２月４日㈱戸信様
のクリスマス訪問がありま
した。
突然のサンタクロースの

登場に、ご利用者様もビッ
クリ！とても喜ばれていま
した。

㈱戸信様、いつもあり
がとうございます。

各ユニットでも様々なイベントを行ないました。

一緒にケーキを作ったり、職員が楽器演奏やダンスを披露したりと、それぞれのユニットで楽しい
クリスマスの思い出がつくることができたようでした。
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4月19日

「紫音の会」様による
大正琴の演奏会
が行われます。

行事予定

● お 知 ら せ ●

【こくふの足跡】

今年の冬は、いつも以上に寒く感じました。
「暑さ寒さも彼岸まで」という表現がありますが、
春の訪れが待ち遠しいこの頃です。暖かくなった
ら、施設の遊歩道を散歩しながら、お花見をする
のが楽しみですね。健推庵こくふも4年目を迎え
ます。今年も皆様に親しまれる広報誌を発行して
参りたいと思います。 東田・吉村

◆交流ホール「まちの縁側」のご利用について◆
施設正面玄関横にございます「まちの縁側」は、地域の皆様方にもご利用いた

だけるスペースとなっております。お出かけ途中のご休憩など、お気軽にお立ち
寄り、ご利用ください。（飲み物の自動販売機を設置しています）

◆ ボランティアさん大募集！！◆
明るく活動的なボランティアさんを募集しております。活動時間等、ご希望等がありましたら、お気

軽にお問い合わせください。
☆演芸等の披露 ☆手芸指導 ☆話し相手 ☆行事のお手伝い、その他（担当：岡島 ）

◆ 短期入所（ショートステイ）相談随時受付中 ◆
ご高齢者が可能な限りご自宅で日常生活を送ることができるよう、孤立感の解消や心身機能の維持回

復、ご家族の介護負担軽減等を目的としてご利用いただけます。また、ご家族の冠婚葬祭や旅行のとき
などもご利用が可能です。当施設では、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練などを提供い
たします。ご利用ご希望の際は担当ケアマネージャー様または、当方担当者にお気軽にお問合せ下さい。

（ 担当：東田・岡島）

◎診療報酬・介護報酬改定のお知らせ
厚生労働省の通達に伴い、平成30年4月1日より介護報酬、診療報酬が改定されます。

介護保険に関する部分では、国民１人1人が状態に応じた適切なサービスが受けられるよう、
『地域包括ケアシステムの推進』
『自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスの実現』
『多様な人材の確保と生産性の向上』
『介護サービスの適正化・重点化を通じた制度の安定性・持続可能性の確保』

を図るという事に重点を置いた内容となっています。
今回の改定に伴い、ご利用料金がこれまでと一部異なる場合がございます。

ご不明な点などがありましたら、下記担当者までお問い合わせ下さい。
生活相談員：東田

◎高額介護合算療養費・高額医療合算介護（予防）サービス費の支給申請
について
支給申請用紙が届きましたら申請されることが推奨されております。
よろしくお願い申し上げます。


